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12．居住者等名簿の作成に関する細則 

 

（総 則） 

第１条 この細則は、多摩ニュータウンエステート落合５－８団地管理規約（以下「規約」という。）

第 80 条の規定に基づき、組合員および占有者（以下「居住者等」という。）の名簿（以下「居住

者等名簿」という。）の作成、運用、保管に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

（居住者等名簿の作成および更新） 

第２条 理事長は、共同生活の秩序維持に関する協定第８条の規定に基づく届出書により居住者等名

簿を作成する。 

２ 理事長は、前項により作成した居住者等名簿を原則として毎年更新するものとする。 

（居住者等名簿への掲載事項） 

第３条 居住者等名簿に掲載する事項は、次の各号に掲げるものとする。 

一 住戸番号 

二 居住者等の氏名 

三 居住者等の同居人の氏名 

四 組合員の住所 

五 居住者等の連絡先 

六 居住者等の緊急連絡先 

２ 前項第二号及び第四号の居住者等の氏名および住所並びに第五号の連絡先については、次に掲げ

るとおりとする。 

 一 第二号については、居住者等が占有者の場合は、その専有部分を貸与した組合員の氏名も併せ

て記載するものとする。 

 二 第四号については、居住者等が占有者の場合または組合員が他の住所に本拠地を置く場合に、

組合員の住所を記載するものとする。 

 三 第五号については、居住者等が届け出た電話番号等の連絡先を記載するものとする。  

（居住者等名簿の利用目的） 

第４条 理事長は、第２条により作成した居住者等名簿を次の各号に掲げる目的のために利用するも

のとし、他の目的に利用してはならないものとする。 

一 総会の開催通知及び議事録の送付 

二 理事会の開催通知及び決議事項等の送付 

三 規約第 34 条（業務）に定める管理組合の業務遂行 

四 規約第 35 条（業務の委託等）に定める管理組合業務の全部または一部をマンション管理業者

（マンションの管理の適正化の推進に関する法律 2 条第八号の「マンション管理業者」をいう。

以下同じ。）に委託し、または請け負わせるとき 

五 その他理事長が理事会の決議を経て必要と判断した業務の遂行  

（居住者等名簿の管理及び保管） 

第５条 理事長は、居住者等名簿の原本を（管理事務所に設置されている書庫等に施錠のうえ）安全

に保管できる場所に厳重に管理するものとする。 

２ 居住者等名簿に掲載された個人情報を知り得た理事長およびその他の者は、この細則に定められ

た事項を順守するとともに、居住者等の個人情報およびプライバシー情報をみだりに他の第三者に

漏らしてはならないものとする。 

３ 居住者等名簿は、機密保持および名簿の流出を防ぐために、その写しは作成しないものとする。 

４ 前項にかかわらず、規約第 35 条（業務の委託等）の規定に基づき管理組合業務の全部または一
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部をマンション管理業者に委託し、または請け負わせる場合は、居住者等名簿の写しを作成して提

供することができる。 

５ 前項により居住者等名簿の写しを取得したマンション管理業者には、第４条（第四号は除く。）

に定めた利用目的以外にこれを利用させてはならない。  

（名簿の閲覧） 

第６条 理事長は、組合員または利害関係人の理由を付した書面による閲覧請求があった場合は、閲

覧させることができる。ただし、閲覧を拒否する正当な理由がある場合は、閲覧を拒否することが

できる。 

２ 理事長は、前項に掲げるほか、災害等の発生および法令の定めがある場合にはその定めに従い、

居住者等名簿を閲覧に付すことが居住者等の利益に資すると判断したときは、理事会の決議を経て、

居住者等名簿を閲覧させることができる。 

３ 理事長は、前２項の閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 

４ 理事長は、前２項の閲覧の日時、閲覧者の氏名、閲覧の目的等の結果を記録して、居住者等名簿

と共に保管するものとする。 

５ 第１項の閲覧に供する居住者等名簿は、居住者等の氏名および第３条２項第三号により居住者等

から届け出のあった連絡先のみを記載したものとする。 

６ 第１項および第２項により居住者等名簿を閲覧した者は、閲覧の目的以外にこれを利用してはな

らない。  

 

附 則 

この細則は、平成 22 年３月８日より施行する。 

（平成 21 年５月 10 日 制定） 

（平成 22 年３月７日 改正） 
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エステート落合５－８団地 

居 住 者 等 名 簿 
令和  年  月  日作成 

号棟      号室    TEL    （     ） 

 
フリガナ 勤務先・通学校等の連絡先 

（または携帯電話） 氏  名 

組合員名 

（所有者名） 

  

 

TEL  （   ） 

 

組合員が他所に本拠地を置く場合の住所及び連絡先 

 

 

TEL   （    ） 

賃借人名 

  

 

TEL   （    ） 

 

家
族
协
同
居
人
を
含
む
卐 

続 柄 
フリガナ 勤務先・通学校等の連絡先 

（または携帯電話） 氏  名 

 

  

 

TEL   （    ） 

 

   

 

TEL   （    ） 

 

   

 

TEL   （    ） 

 

   

 

TEL   （    ） 

 

   

 

TEL   （    ） 

 

   

 

TEL   （    ） 

 

緊
急
連
絡
先 

続 柄 
フリガナ 

連 絡 先 
氏  名 

   

TEL   （    ）  

   

TEL   （    ）  

特記：手助けが必要な人の有無（有・無）  ペット飼育（有・無） 

 

※居住者が賃借人の場合、組合員（所有者）の氏名住所も必ず記入してください。 
※勤務先・通学校等の連絡先は、火災・地震・漏水事故等の緊急時に使用します。 
※緊急連絡先は万一の場合に備えるためです。できるだけ親族の方をご記入ください。 

極秘扱 


